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幕 別 町 ス ポ ー ツ 少年 団 規 程

（名称）

第１条 本会は、幕別町スポーツ少年団本部（以下「本部」）という。

（目的）

第２条 本会は、将来に向かって限りなく伸びてゆく少年たちが、スポーツを通じて力強く

豊かに生き抜く力を養い、心身を鍛練するために町内のスポーツ少年団を育成指導

することを目的とする。

（組織）

第３条 本会は、各スポーツ少年団代表者及び指導者並びに第２条の目的に賛同する者をも

って構成する。

（事業）

第４条 本会は、第２条の目的を達成するため次の事業を行う。

（ア） スポーツ少年団の登録

（イ） スポーツ少年団活動の援助

（ウ） スポーツ少年団指導者研修及び養成

（エ） 町内外スポーツ少年団大会の派遣と交流

（オ） 関係団体との連絡調整

（カ） その他第２条の目的を達成するために必要な事業

（役員）

第５条 本会に次の役員を置く。

１ 本 部 長  １名

副 本 部 長  １名    事 務 局 長  １名

企 画 委 員  ５名    事 務 局 次 長  １名

監   事  ２名    会    計  １名

２ 役員は、総会で決定する。

３ 役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。
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（事務局）

第６条 本部の事務及び会計を処理するために事務局を置く。

  ２ 事務局は、地域総合型スポーツクラブに置く。なお、地域総合型スポーツクラブは、

第３条に定める構成員と運営上関わりのある組織とする。

  ３ 事務局には、事務局長、事務局次長、会計を置き、本部長が指名するものとする。

（役員の役割分担）

第７条 本部長は、会務を総理し、本会を代表する。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき代行する。

３ 企画委員は、運営に係る事業等について協議し、会務の執行にあたる。

４ 事務局長は、本部長の命を受け会務を執行する。

５ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務にあたる。

６ 会計は、会の経理をする。

７ 監事は、本会の業務及び会計を監査する。

（会議）

第８条 会議は、総会と役員会とし、本部長が招集し、議長になる。

第９条 総会は、次の事項を審議決定する。

（１）役員の選出      （２）規定の改正

（３）年間の行事計画    （４）収支予算及び決算

（５）その他必要な事項   （６）本会加入の承認

第１０条 役員会は、本会の必要な事項について審議する。

第１１条 会議の議決は、出席者の過半数で決定する。

（経費）

第１２条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。

（１） 加入少年団の負担金

（２） 補助金、その他の収入

第１３条 本会の会計年度は、毎年４月 1 日に始まり翌年３月 31 日をもって終了する。

附  則

こ の 規 程 は 昭 和 ５ ４ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。

附  則

こ の 規 程 は 昭 和 ５ ６ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。
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附  則

こ の 規 程 は 昭 和 ６ ０ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。

附  則

こ の 規 程 は 平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。

附  則

こ の 規 程 は 平 成 ２ 年 ５ 月 ３ １ 日 よ り 施 行 す る 。

附  則

こ の 規 程 は 平 成 ３ 年 ５ 月 ２ ９ 日 よ り 施 行 す る 。

附  則

こ の 規 程 は 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。

附  則

こ の 規 程 は 平 成 １ ９ 年 ６ 月 １ ８ 日 よ り 施 行 す る 。

附  則

こ の 規 程 は 平 成 ２ ５ 年 ５ 月 ３ ０ 日 よ り 施 行 す る 。


